
I n f o r m a t i o n

広報うるま 2015　12月号13

市役所
総合案内

TEL 974-3111
FAX 973-9819

イベント情報や各種講演会など、
市役所からの大切なお知らせです。
詳細については各お問い合わせ先
へご確認ください。

【
と
き
】
平
成
28
年
１
月
８
日
（
金
）

	

午
後
４
時
～
６
時

【
と
こ
ろ
】
市
具
志
川
総
合
体
育
館

【
会
費
】
２
，
０
０
０
円
（
当
日
受
付
）

　
市
で
は
、
新
庁
舎
移
転
後
の
石
川
庁
舎

及
び
与
那
城
庁
舎
の
跡
利
用
に
つ
い
て
、

全
部
又
は
一
部
を
民
間
で
活
用
す
る
ア
イ

デ
ィ
ア
を
幅
広
く
募
集
し
ま
す
。

　
ア
イ
デ
ィ
ア
は
、
石
川
庁
舎
・
与
那
城

庁
舎
の
現
状
を
踏
ま
え
、
提
案
者
に
お
い

て
実
現
す
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
を
ご
提

案
く
だ
さ
い
。

　
民
間
事
業
者
等
の
経
験
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活

か
し
た
幅
広
い
提
案
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

※		

詳
細
に
つ
い
て
は
、
行
政
改
革
推
進
室

に
ご
連
絡
い
た
だ
く
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
応
募
方
法
】「
う
る
ま
市
庁
舎
跡
利
用
提

案
書
」
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
行
政

改
革
推
進
室
ま
で
郵
送
、
持
参
、
宅
配
便

又
は
電
子
メ
ー
ル
で
提
出
く
だ
さ
い
。

【
募
集
期
限
】
平
成
28
年
２
月
29
日
（
月
）

※
必
着

【
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
】

gyoukaku-situ@
city.urum

a.lg.jp

　
市
で
は
、
現
在
、
新
庁
舎
建
設
が
行
わ

れ
て
お
り
、
新
庁
舎
の
売
店
開
設
を
予
定

し
て
い
ま
す
。
つ
き
ま
し
て
は
、
本
業
務

に
係
る
市
内
限
定
の
制
限
付
一
般
競
争
入

札
の
参
加
者
を
募
集
予
定
し
て
い
ま
す
の

で
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、土
地
、家
屋
、

償
却
資
産
が
課
税
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

償
却
資
産
と
は
、
土
地
、
家
屋
以
外
の
事

業
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
構
築

物
、
機
械
、
器
具
、
備
品
等
の
資
産
を
い

い
ま
す
。
会
社
や
個
人
で
工
場
や
商
店
な

ど
を
経
営
さ
れ
て
い
る
方
で
、
そ
の
事
業

の
た
め
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
償
却
資

産
を
市
内
に
所
有
し
て
い
る
方
、
並
び
に
、

市
内
の
事
業
所
に
リ
ー
ス
さ
れ
て
い
る
方

は
、
毎
年
１
月
１
日
現
在
の
状
況
を
申
告

す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

申
告
用
紙
に
つ
い
て
は
12
月
中
に
送
付

し
て
い
ま
す
が
、
届
い
て
い
な
い
場
合
や

新
規
に
事
業
を
始
め
た
場
合
は
、
ご
連
絡

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
後
日
郵
送
い
た

し
ま
す
。

※		

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

も
可
能
で
す
。

※		

市
で
は
、地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
（ｅ

Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
：
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）
を
通
じ
て

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
電
子
申
告

を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
ご
利
用
に
関
し

て
は
、eLTAX

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://

w
w
w
.eltax.jp

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
受
付
期
間
】

平
成
28
年
１
月
４
日
（
月
）
～
２
月
１
日
（
月
）

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

（
正
午
～
午
後
1
時
の
間
は
除
く
）

【
受
付
場
所
】
資
産
税
課

※		

最
終
日
は
大
変
な
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す

の
で
、
早
め
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

秘
書
広
報
課

☎
９
７
３
ー
５
０
７
９

平
成
28
年
新
春
交
歓
会
の
お
知
ら
せ

管
財
課

☎
９
７
３
ー
５
３
７
３

市
役
所
新
庁
舎
売
店
運
営
事
業
委
託
業
務

　税務署へ提出する源泉徴収票や支払調書
等への個人番号の記載は必要ですが、本人
に交付する物への記載は必要ありません。
　平成 27 年 10 月 2 日に所得税法施行規則
等の改正が行われ、行政手続きにおける特
定の個人を識別するための番号利用等に関す
る法律施行後の平成 28 年 1月以降も、給
与などの支払いを受ける方に交付する源泉徴
収票などへの個人番号の記載は行わないこと
とされました。 沖縄税務署　☎ 938-0031

法定調書提出義務者・
源泉徴収義務者の方へ

行
政
改
革
推
進
室
☎
９
７
３
ー
５
４
０
３

各
庁
舎
跡
利
用
に
関
す
る
ア
イ
デ
ィ
ア

募
集
に
つ
い
て

資
産
税
課

☎
９
７
３
ー
５
３
９
４

償
却
資
産
（
固
定
資
産
税
）
の

申
告
に
つ
い
て

年末・年始の家庭ごみの収集及びし尿汲み取りについて
【ごみの収集について】
年末は 12 月 31 日（木）まで収集します。
年始は１月４日（月）から収集します。
自己搬入は 12 月 31 日（木）午後３時
まで搬入できます。搬入する場合は、環
境課（本庁地下１階）で搬入申請を１２月
28日（月）午前中までに行ってください。
※�事業所ごみについては、各許可業者へ
お問い合わせください。

【し尿汲み取りについて】
年末は 12 月 30 日（水）まで汲み
取ります。
年始は１月４日（月）から汲み取りし
ます。
※�年末は込み合いますので、お早め
の汲み取り依頼をお願いします。

【お問い合わせ】環境課　☎973-5594


